
 

 

 

 

長野県（環境部）プレスリリース 平成 24 年(2012 年) ９月 19 日 

 

「「「「信州信州信州信州あったかあったかあったかあったかシェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポット」」」」をををを募集募集募集募集しますしますしますします！！！！    
 

冬の節電・省エネ対策の一つとして、暖房エネルギーの節約を図る「ウォームシェア」があります。こ

れは、家庭の暖房器具を止めて、身近にある元々あたたかい場所へ出掛けて、暖かさをみんなで分け

合うというもので、社会全体での節電・省エネルギーを図るとともに、地域経済の活性化にも資する取組

です。 

長野県では、このような趣旨で、県民の方に暖かく楽しく過ごしていただける施設や場所を「信州あっ

たかシェアスポット」として広く募集します。 

 

    

信州信州信州信州あったかあったかあったかあったかシェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポットとはとはとはとは    

「いっしょにあったまろう。」を合言葉に、暖かく快適に過ごせる場所（スポッ

ト）をいいます。 

ただし、あったかシェアスポットとして、これまで以上に空調温度を高くする

等の必要はなく、むしろ、可能な範囲であったかシェアスポットでの滞在を魅

力的にするための取組を歓迎いたします。 

 

  １１１１    募集期間募集期間募集期間募集期間    

平成 24 年９月 19 日（水）から平成 25 年２月 28 日（木） 
 

２２２２    対象対象対象対象となるとなるとなるとなる施設施設施設施設・・・・場所場所場所場所    

冬期（12 月～３月）、一般県民の方が暖かく楽しく過ごしていただける施設・場所とします。 

ただし、公序良俗に反するものや、近隣に迷惑を及ぼすと思われるもの等、県が不適当と認めた

ものは除きます。 

    

３３３３    応募資格者応募資格者応募資格者応募資格者    

応募しようとする施設・場所を所有又は管理する方 
 

４４４４    応募方法応募方法応募方法応募方法    

登録申込書（様式１）に必要事項を記載の上、郵送、Ｅ-メール、FAX のいずれかでご応募ください。 

 

５５５５    信州信州信州信州あったかあったかあったかあったかシェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポットのののの発信発信発信発信    

お申し込みいただいた信州あったかシェアスポットは、県ホームページで情報発信するとともに、

広く県外にも発信していくために、環境省の「WARM SHARE」特設サイト（http://warmshare.jp/）等を

通じて全国的に情報発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県環境部 温暖化対策課環境管理係 
（課長）中島 恵理（係長）伊藤 賢司 
（担当）坂田 良二 ・ 桑山 里美 

電話：026-235-7209（直通） 
026-232-0111（内線）2731 

FAX：026-235-7491 
E-mail：ontai＠pref.nagano.lg.jp 



 

（様式１） 

【【【【あてあてあてあて先先先先】】】】    長野県長野県長野県長野県環境部環境部環境部環境部温暖化対策課環境管理係温暖化対策課環境管理係温暖化対策課環境管理係温暖化対策課環境管理係    

F A X ： 026-235-7491      メール ： ontai@pref.nagano.lg.jp 

 

信州信州信州信州あったかあったかあったかあったかシェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポット    登録登録登録登録申込書申込書申込書申込書    

施 設 等 の 名 称  

郵 便 番 号  

都 道 府 県 長野県 

住 所 （ 長 野 県 以 下 ）  

電 話 番 号  

F A X 番 号 （ 非 公 開 ）  

担 当 部 署 （ 非 公 開 ）  

担 当 者 名 （ 非 公 開 ）  

メールアドレス（非公開）  

ホ ー ム ペ ー ジ U R L  

休 業 日  

営 業 時 間  

あったかシェア実施期間  

あったかシェア対象エリア  

あったかシェアスポット利用

者への 特典・P R ポ イ ント 
 

冬 期 の 臨 時 休 業 日 、 

営 業 時 間 の 変 更 
 

そ の 他  

環境省の「WARM SHARE」 

サイトへの登録可否 

（全国レベルでの情報発信が可能） 

【いずれかをチェックしてください。】 

□ 可     ・    □ 否 

 

 

    



 

    

    

    

あったかあったかあったかあったかシェアスポットシェアスポットシェアスポットシェアスポットとはとはとはとは    

   「いっしょにあったまろう。」を合言葉に、暖かく楽しく過ごせる場所（スポット）をいいます。 

ただし、あったかシェアスポットとして、これまで以上に空調温度を高くする等の必要はなく、むしろ、 

可能な範囲であったかシェアスポットでの滞在を魅力的にするための取組を歓迎いたします。 

 

 

たとえば・・・ 

（例１）  

「○○スーパー」 

「お鍋であったまろう！割引セール」を開催します。 

 

（例２）  

「○○レストラン、カフェ」 

信州の冬野菜を中心とした、体がぽかぽかする「あったかメニュー」を提供します。 

 

（例３）  
「○○ホーム○○ショールーム」 

床暖房のある暖かいショールームで、最新の断熱リフォームを御覧いただけます。 

 

（例４）  

「○○図書館」 

読書月間コーナーを特別設置します。陽だまりの読書スペースで絵本の読み聞かせ 

ができます。 

 

（例５）  

「○○美術館」 

快適空間で静かに絵画の鑑賞をしませんか？２月は入館料を半額にいたします。  

 

（例６）  

「○○高原」  

   スノーシューで森の中を散策すれば、体があったまりますよ！普段は見るだけの 

○○池も、この時期は歩いて渡ることができます。 

 

（例７）  

   「○○温泉 」 

     ナトリウム含有量の多い温泉は、体の芯から温まると評判です。 

    根菜を使った冬の特別メニューもご用意しています。 


